
規

則

訓

令

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
九
十
五
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
十
条
の
表
人
事
総
室
の
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま

で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、｢

(

福
利
厚
生
室)

を｢
(

福
利
厚
生
室)

十
八

職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。｣

二
十

職
員
の
福

に
改
め
、
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、

利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。｣

同
項
第
十
五
号
中｢

処
理｣

を｢

集
中
処
理｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
十

四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
三

職
員
の
扶
養
手
当
の
認
定
、
寒
冷
地
手
当
の
世
帯
等
の
認
定
並
び
に
住
居
手
当
、
通
勤
手
当

及
び
単
身
赴
任
手
当
の
決
定
及
び
改
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

職
員
の
通
勤
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
の
項
か
ら
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
の
項
ま
で
の

分
掌
事
務
の
欄
中
第
五
十
五
号
を
削
り
、
第
五
十
六
号
を
第
五
十
五
号
と
し
、
第
五
十
七
号
か
ら
第
五

十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
訓
令
第
二
十
三
号

労
働
委
員
会
事
務
局

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
規
程(

昭
和
二
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
八
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
を
第
九
条
と
し
、

第
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

専
決
事
項)

第
六
条

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
及
び
課
長
の
専
決
事
項
は
、

別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

(
類
推
専
決)

第
七
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
専
決
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
も
、
別
表
に
掲
げ
る
専
決
事
項
か
ら

類
推
し
て
専
決
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
専
決
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

(

専
決
の
制
限)

第
八
条

前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
上
司
の
決
裁
を
受
け
な
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

一

訓

令

○
福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

一

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

二

○
福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

三

○
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
、
福
島
県
代

表
監
査
委
員
、
福
島
県
人
事
委
員
会
及

び
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
権
限

に
属
す
る
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る

規
程

五

福
島
県
議
会

○
福
島
県
議
会
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

六

○
福
島
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

六

福
島
県
監
査
委
員

○
福
島
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

六

福
島
県
人
事
委
員
会

○
福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

七

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

七



職
員
業
務

課

�
第
14条
の
規
定
に
よ
る
届

２
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す

る
規
則
(昭
和
35年
福
島
県
人

事
委
員
会
規
則
第
７
号
)
の
施

行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と

(労
働
委
員
会
の
事
務
局
長
及

び
職
員
に
係
る
も
の
を
含
む
｡)｡

１
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(昭
和
26年
福
島
県
条
例
第
９

号
)
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
こ
と
(労
働
委
員
会
の
事

務
局
長
及
び
職
員
に
係
る
も
の

を
含
む
｡
)
｡

第
18条
第
２
項
の
規
定
に
よ

る
寒
冷
地
手
当
の
職
員
の
世
帯

等
の
区
分
に
係
る
認
定

○

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
に
指
示
を
受
け
た
事
項

二

特
に
重
要
又
は
異
例
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

三

疑
義
、
紛
議
又
は
紛
争
が
あ
る
事
項

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表(

第
六
条
関
係)

事
務
局
長
の
専
決
事
項

事
務
局
次
長
の
専
決
事
項

課
長
の
専
決
事
項

一

訓
令
の
制
定
及
び
改
廃

一

職
員
の
重
要
な
専
門
研

一

公
示
、
公
告
、
告
示
及
び

並
び
に
重
要
な
公
示
、
公

修
の
実
施
、
研
修
の
委
託

公
表
の
決
定

告
、
告
示
及
び
公
表
の
決

及
び
研
修
の
機
会
の
付
与

二

訴
訟
、
不
服
申
立
て
等
に

定

二

事
務
局
次
長
の
内
国
旅

関
す
る
措
置

二

重
要
な
訴
訟
、
不
服
申

行
命
令
及
び
課
長
の
外
国

三

損
失
補
償
、
損
害
賠
償
及

立
て
等
に
関
す
る
措
置

旅
行
命
令

び
実
費
弁
償
に
関
す
る
措
置

三

重
要
な
損
失
補
償
、
損

三

課
長
の
超
過
勤
務
及
び

四

課
員
の
専
門
研
修
の
実
施
、

害
賠
償
及
び
実
費
弁
償
に

休
日
勤
務
の
命
令

研
修
の
委
託
及
び
研
修
の
機

関
す
る
措
置

四

課
長
の
週
休
日
の
振
替

会
の
付
与

四

表
彰(

被
表
彰
者
の
内

及
び
半
日
勤
務
時
間
の
割

五

日
々
雇
用
職
員
の
任
免

申
を
含
む
。)

の
決
定

振
り
変
更

六

課
長
の
内
国
旅
行
命
令
及

五

職
員
の
人
事
の
内
申

五

課
長
の
代
休
日
の
指
定

び
課
員
の
旅
行
命
令

六

事
務
局
長
の
内
国
旅
行

六

課
長
の
年
次
有
給
休
暇

七

課
員
の
超
過
勤
務
及
び
休

命
令
及
び
事
務
局
次
長
の

の
届
出
の
受
理
及
び
時
季

日
勤
務
の
命
令

外
国
旅
行
命
令

変
更
の
通
知

八

日
額
旅
費
支
給
規
程(

昭

七

事
務
局
長
及
び
事
務
局

七

課
長
の
休
暇
及
び
欠
勤

和
二
十
八
年
福
島
県
訓
令
第

次
長
の
超
過
勤
務
及
び
休

の
承
認

二
十
号)

第
七
条
の
規
定
に

日
勤
務
の
命
令

よ
る
承
認

八

事
務
局
長
及
び
事
務
局

九

課
員
の
週
休
日
の
振
替
及

次
長
の
週
休
日
の
振
替
及

び
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り

び
半
日
勤
務
時
間
の
割
振

変
更

り
変
更

十

課
員
の
代
休
日
の
指
定

九

事
務
局
長
及
び
事
務
局

十
一

課
員
の
年
次
有
給
休
暇

次
長
の
代
休
日
の
指
定

の
届
出
の
受
理
及
び
時
季
変

十

事
務
局
長
及
び
事
務
局

更
の
通
知

次
長
の
年
次
有
給
休
暇
の

十
二

課
員
の
休
暇
及
び
欠
勤

届
出
の
受
理
及
び
時
季
変

の
承
認

更
の
通
知

十
三

課
員
の
事
務
引
継
報
告

十
一

事
務
局
長
及
び
事
務

の
受
理

局
次
長
の
休
暇
及
び
欠
勤

十
四

課
員
の
担
任
事
務
の
決

の
承
認

定
十
五

職
員
の
身
分
、
給
与
及

び
通
勤
に
係
る
証
明
書
の
発

行
十
六

配
車
の
要
求

十
七

印
刷
の
依
頼

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

審
査
調
整
課)

福
島
県
訓
令
第
二
十
四
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
１
の
表
課
長
及
び
室
長
の
専
決
事
項
の
欄
中
37
を
削
り
、
38
を
37
と
し
、
39
を
38
と
し
、

40
を
39
と
し
、
41
を
40
と
し
、
42
を
41
と
し
、
43
を
削
り
、
44
を
42
と
し
、
45
を
43
と
し
、
同
表
備
考

４
中｢及

び
37｣

を
削
り
、
同
表
備
考
６
中｢42か

ら
45｣

を｢41か
ら
43｣

に
改
め
、
同
表
備
考
７

中｢44及
び
45｣

を｢42及
び
43｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
２
の
表
人
事
総
室
の
部
人
事
課
の
項
６
の
�
中｢第

７
条
第
３
項
｣

を｢第
７
条
第
５

項
｣

に
改
め
、
同
項
７
及
び
８
を
削
り
、
同
部
職
員
業
務
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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３
児
童
手
当
法
(昭
和
46年
法

律
第
73号
)
の
施
行
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
る
第
７
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
手
当

の
認
定

�
第
33条
の
９
の
３
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
職
員
の
住
居

の
所
在
地
の
確
認

�
第
27条
の
10第
１
項
の
規

定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
の

支
給
に
係
る
確
認

�
第
27条
の
８
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認

並
び
に
単
身
赴
任
手
当
の
月

額
の
決
定
及
び
改
定

�
第
26条
の
規
定
に
よ
る
通

勤
手
当
の
支
給
に
係
る
確
認

�
第
25条
の
規
定
に
よ
る
届

出
に
係
る
事
実
の
確
認
並
び

に
通
勤
手
当
の
額
の
決
定
及

び
改
定

�
第
18条
の
11の
規
定
に
よ

る
住
居
手
当
の
支
給
に
係
る

確
認

�
第
18条
の
９
第
３
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実

の
確
認
並
び
に
住
居
手
当
の

月
額
の
決
定
及
び
改
定

�
第
17条
の
２
の
規
定
に
よ

る
扶
養
手
当
の
支
給
に
係
る

確
認

	
第
14条
の
規
定
に
よ
る
届

出
に
係
る
事
実
及
び
扶
養
手

当
の
月
額
の
認
定

２
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す

る
規
則
(昭
和
35年
福
島
県
人

事
委
員
会
規
則
第
７
号
)
の
施

行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と

(労
働
委
員
会
の
事
務
局
長
及

び
職
員
に
係
る
も
の
を
含
む
｡)｡

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２
農
地
法
施
行
令
(昭
和
27年

政
令
第
445

号
)
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
｡

第
23条
第
２
号
の
規
定
に
よ
る
指
定

○

別
表
第
二
の
７
の
表
農
林
水
産
総
室
の
部
農
林
総
務
課
農
地
調
整
室
の
項
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
２
の
表
人
事
総

室
の
部
人
事
課
の
項
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
二
の
７
の
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
訓
令
第
二
十
五
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
服
務
規
程(

昭
和
五
十
二
年
福
島
県
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中｢

職
員
が｣

を｢

次
に
掲
げ
る
職
員
は｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

勤
務
す
る
公
署
が
出
先
機
関
で
あ
る
職
員

二

勤
務
す
る
公
署
が
本
庁
機
関
で
あ
る
職
員
の
う
ち
庶
務
シ
ス
テ
ム(

電
子
計
算
機
を
利
用
し
て

職
員
の
給
与
、
旅
費
、
服
務
、
福
利
厚
生
等
に
係
る
事
務
の
処
理
及
び
管
理
等
を
行
う
情
報
処
理

の
シ
ス
テ
ム
で
あ
つ
て
知
事
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
利
用
に
支
障
が
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
所
属
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
職
員

第
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
出
勤
簿
を
管
理
さ
せ
る
た
め
、
当
該
職
員
が
勤
務
す
る
公
署
に
出
勤

簿
取
扱
主
任
を
置
く
。

第
十
条
第
一
項
中｢

年
次
有
給
休
暇
届(

第
三
号
様
式)｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
年
次
有
給
休
暇

の
期
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員(

以
下｢

特
定
職
員｣

と

い
う
。)

に
あ
つ
て
は
、
年
次
有
給
休
暇
届(

第
三
号
様
式)

)
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

休
暇

(
欠
勤)

願(

第
五
号
様
式)

｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
休
暇
の
期
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る

こ
と(
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
休
暇(

欠
勤)

願(

第
五
号
様
式)

)
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

産
前
産
後
休
暇
届(

第
五
号
様
式
の
二)

｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
産
前
産
後
休
暇
の
期
間
そ
の
他

所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
産
前
産
後
休
暇
届(

第
五
号
様
式
の
二)

)
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

通
勤
緩
和
休
暇
願(

第
五
号
様
式
の
三)

｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
出
産

予
定
日
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
通
勤
緩
和
休
暇
願(

第
五
号

様
式
の
三)

)
｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

育
児
休
暇
届(

第
五
号
様
式
の
四)

｣

を｢

庶
務
シ
ス

テ
ム
に
育
児
休
暇
に
係
る
子
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
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育
児
休
暇
届(

第
五
号
様
式
の
四)

)
｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中｢

育
児
休
暇
願(

第
五
号
様
式
の

四)
｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
育
児
休
暇
に
係
る
子
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特

定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
育
児
休
暇
願(

第
五
号
様
式
の
四)

)
｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中｢

介
護
休

暇
願(
第
五
号
様
式
の
五)

｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
介
護
休
暇
に
係
る
要
介
護
者
の
氏
名
そ
の
他
所

要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
介
護
休
暇
願(

第
五
号
様
式
の
五)

)
｣

に
改

め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

超
過
勤
務
命
令
簿(

第
六
号
様
式)

｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ

と

(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
超
過
勤
務
命
令
簿

(

第
六
号
様
式)

)
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

管
理
職
員
特
別
勤
務
命
令
簿(

第
六
号
様
式
の
二)

｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と(

特

定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
命
令
簿(

第
六
号
様
式
の
二)

)
｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
項
中｢
着
任
届(

第
十
一
号
様
式)

を｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
発
令
年
月
日
そ
の

他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
着
任
届(

第
十
一
号
様
式)

)

に
よ
り｣

に
、｢

提
出
し
な
け
れ
ば｣

を｢
届
け
出
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
中

｢
(

赴
任
に
よ
り
住
所
を
変
更
し
た
と
き
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、

｢

住
所
変
更
届

(

第
十
四
号
様
式)

を｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
変
更
後
の
住
所
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と

(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
住
所
変
更
届(
第
十
四
号
様
式)

)

に
よ
り｣

に
、｢

提
出
し
な
け
れ
ば｣

を｢

届
け
出
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
五
項
中｢

部
分
休
業
承
認
請
求
書(
第
一
八
号
様
式
の
二)

を｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ

ム
に
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
部
分
休

業
承
認
請
求
書(

第
十
八
号
様
式
の
二)

)

に
よ
り｣

に
、｢
提
出
し
な
け
れ
ば｣

を｢

請
求
し
な
け

れ
ば｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

前
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
育
児
休
業
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
部
分
休
業
の
承
認
の
効
力
が
失
わ
れ
た
場

合
又
は
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
育
児
休
業
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す

る
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
庶
務
シ
ス
テ
ム

に
養
育
状
況
の
変
更
の
事
由
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
養
育

状
況
変
更
届(

第
十
八
号
様
式)

)

に
よ
り
所
属
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中｢

修
学
部
分
休
業
承
認
申
請
書(

第
十
八
号
様
式
の
三)
を｣
を｢

庶

務
シ
ス
テ
ム
に
修
学
部
分
休
業
に
係
る
教
育
施
設
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(
特
定
職
員

に
あ
つ
て
は
、
修
学
部
分
休
業
承
認
申
請
書(

第
十
八
号
様
式
の
三)

)

に
よ
り｣

に
、｢

提
出
し
な

け
れ
ば｣

を｢

申
請
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

修
学
状
況
変
更
届(

第
十
八
号
様
式

の
四)

を｣

を｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
届
出
の
事
由
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特
定
職
員
に

あ
つ
て
は
、
修
学
状
況
変
更
届(

第
十
八
号
様
式
の
四)

)

に
よ
り｣

に
、｢

提
出
し
な
け
れ
ば｣

を

｢

届
け
出
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
中

｢

高
齢
者
部
分
休
業
承
認
申
請
書

(

第
十
八
号
様
式
の
六)

を｣

を

｢

庶
務
シ
ス
テ
ム
に
申
請
期
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
高
齢

者
部
分
休
業
承
認
申
請
書(

第
十
八
号
様
式
の
六)

)

に
よ
り｣

に
、｢

提
出
し
な
け
れ
ば｣

を｢

申

請
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

高
齢
者
部
分
休
業
時
間
延
長
承
認
申
請
書(

第
十
八
号

様
式
の
八)

の
提
出｣

を｢

高
齢
者
部
分
休
業
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
延
長
後
の
高

齢
者
部
分
休
業
時
間
の
合
計
時
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と(

特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
高

齢
者
部
分
休
業
時
間
延
長
承
認
申
請
書(

第
十
八
号
様
式
の
八)

)

に
よ
り
申
請｣

に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
９
号
様
式
(第
14条
関
係
)

復
命

書

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
(

泊
日
)

の
た
め
出
張
し
ま
し
た
が
､
そ
の
結
果
は
下
記
の
と
お
り
で
す
｡

年
月

日

福
島
県
知
事
様

所
属
職
氏
名
(記
名
押
印
又
は
押
印
)

記

１
用
務
地

(宿
泊
地
(市
町
村
名
)

)

２
用
務
の
経
過
､
結
末
等

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡
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日 日 日 日 日

日

昇任

部
長

相
当
職

課
長

相
当
職

課
長
補
佐

相
当
職

係
長

相
当
職

区
分

年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
月
日

発
令
年
月
日

昇任
部

長
相
当
職

部
次
長

相
当
職

課
長

相
当
職

副
課
長

相
当
職

主
査

相
当
職

区
分

年
月

年
月

年
月

年
月

年
月

発
令
年
月

第
十
一
号
様
式
中｢３

住
所
｣

を
削
る
。

｢
｢

第
十
二
号
様
式
中

を
｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
号
様
式
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
訓
令
第
二
十
六
号

本

庁

機

関

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
、
福
島
県
代
表
監
査
委
員
、
福
島
県
人
事
委
員
会
及
び
福
島
海
区
漁
業
調

整
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
、
福
島
県
代
表
監
査
委
員
、
福
島
県
人
事
委
員
会
及
び
福
島

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
、
福
島
県
代
表
監
査
委
員
、
福
島
県
人
事
委
員
会

及
び
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会(

以
下｢

委
員
会
等｣

と
い
う
。)

の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う

ち
総
務
部
人
事
総
室
職
員
業
務
課
の
職
員(

総
務
部
人
事
総
室
職
員
業
務
課
長(

以
下｢

職
員
業
務

課
長｣

と
い
う
。)

を
含
む
。
以
下｢

職
員
業
務
課
職
員｣

と
い
う
。)

に
補
助
執
行
さ
せ
る
事
務

の
範
囲
並
び
に
当
該
補
助
執
行
に
係
る
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

(

補
助
執
行
さ
せ
る
事
務)

第
二
条

職
員
業
務
課
職
員
に
補
助
執
行
さ
せ
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務(

福
島
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
駐
在
員
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

と
す
る
。

一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
職
員
の
世
帯
等
の
区
分
に
係
る
認
定

二

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
。
以

下｢

規
則｣

と
い
う
。)

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の

認
定

三

規
則
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
扶
養
手
当
の
支
給
に
係
る
確
認

四

規
則
第
十
八
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
並
び
に
住
居
手
当
の
月

額
の
決
定
及
び
改
定

五

規
則
第
十
八
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
の
支
給
に
係
る
確
認

六

規
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
並
び
に
通
勤
手
当
の
額
の
決
定
及

び
改
定

七

規
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
の
支
給
に
係
る
確
認

八

規
則
第
二
十
七
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
並
び
に
単
身
赴
任
手
当
の
月

額
の
決
定
及
び
改
定

九

規
則
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
係
る
確
認

十

規
則
第
三
十
三
条
の
九
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
住
居
の
所
在
地
の
確
認
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福
島
県
議
会

福
島
県
監
査
委
員

(

職
員
業
務
課
長
の
専
決)

第
三
条

職
員
業
務
課
長
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
、
常
時
委
員
会
等
に
代
わ
っ
て
決

裁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
代
決)

第
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
職
員
業
務
課
長
が
不
在
の

と
き
は
、
当
該
事
務
を
掌
理
す
る
主
幹
が
第
一
次
代
決
者
と
し
て
、
知
事
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る

者
が
第
二
次
代
決
者
と
し
て
、
当
該
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
代
決
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
務
は
、
急
施
を
要
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す

る
。

(

後
閲)

第
五
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
決
し
た
事
務
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
職
員
業
務
課
長
の
後

閲
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
業
務
課
長
か
ら
後
閲
を
要
し
な
い
旨

の
指
示
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
業
務
課)

福
島
県
議
会
訓
令
第
一
号

福
島
県
議
会
事
務
局

福
島
県
議
会
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
議
会
議
長

佐

藤

憲

保

福
島
県
議
会
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
議
会
事
務
局
組
織
規
程(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
議
会
訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

認
定
担
当
課
長

第
三
条
第
二
項
中｢

課
長
、｣

の
下
に｢

認
定
担
当
課
長
、｣

を
加
え
る
。

第
四
条
中
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

認
定
担
当
課
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
認
定
等
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総

務

課)

福
島
県
議
会
訓
令
第
二
号

福
島
県
議
会
事
務
局

福
島
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
議
会
議
長

佐

藤

憲

保

福
島
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
議
会
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
総
務
課
長
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
一
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

認
定
担
当
課
長
の
専
決
事
項)

第
四
条
の
二

認
定
担
当
課
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
の
扶
養
手
当
の
認
定
、
寒
冷
地
手
当
の
世
帯
等
の
認
定
並
び
に
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
及

び
単
身
赴
任
手
当
の
決
定
及
び
改
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
員
の
通
勤
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
た
だ
し
書
中｢

か
ら
第
八
号
ま
で｣

を｢

及
び
第
七
号｣

に
改
め
、
同
条
第
七
号
を
削
り
、

同
条
第
八
号
を
同
条
第
七
号
と
す
る
。

第
六
条
中｢

前
三
条｣

を｢

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総

務

課)

福
島
県
監
査
委
員
告
示
第
四
号

福
島
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
監
査
委
員

福
島
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程(

昭
和
五
十
三
年
福
島
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
課
長
の
専
決
事
項
の
欄
中
７
を
削
り
、
８
を
７
と
し
、
９
を
８
と
し
、
10
を
９
と
し
、
11

を
10
と
し
、
12
を
11
と
し
、
13
を
12
と
し
、
14
を
13
と
し
、
15
を
14
と
し
、
16
を
15
と
し
、
同
表
備
考

中｢

第
７
号
か
ら
第
14
号
ま
で
に
規
定
す
る｣

を｢

７
か
ら
13
ま
で
に
掲
げ
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

監
査
総
務
課)
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福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

福
島
県
人
事
委
員
会

福
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

人
事
委
員
会
事
務
局

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

星

光

政

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程(

昭
和
五
十
二
年
福
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
課
長
の
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら

第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
七

号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

課
長
の
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

主
幹
、
副
課
長
又
は
主
任
主
査
の
う
ち
か
ら
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
が
専
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総
務
審
査
課)

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
三
号

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

前

田

幸

徳

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
規
程(

昭
和
五
十
九
年
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
二

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
六
号
中｢

以
下
第
十
二
号
ま
で｣

を｢

第
十
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
七
号
中｢

職
員｣

を｢

駐
在
員(

専
任
の
職
員
に
限
る
。
次
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

に
改
め
、
同

条
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
中｢

職
員｣

を｢

駐
在
員｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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